
請負金額 予定価格 最低制限価格 請負金額 増減額 増減率 理由 回数 契約締結日

102059
スポーツ推進
課

盛岡市立総合プール天井及び外壁
等改修（電気設備）工事

95,370,000 97,515,000 88,544,500 95,778,100 408,100 0.4% (4) 1 R3.1.4 岩手電工（株）

102064 建築住宅課
市営仙北西アパート１号館外壁屋
根改修工事

45,738,000 49,610,000 44,700,700 42,775,700 -2,962,300 -6.5% (4) 1 R3.1.5 （株）バウハウス

102111
教育委員会総
務課

盛岡市立月が丘小学校トイレ改修
工事

39,600,000 40,788,000 36,842,300 39,396,500 -203,500 -0.5% (4),(7) 1 R3.1.5
（株）双葉設備ア
ンドサービス

102071 中央公民館
中央公民館企画展示室大規模改
修（電気設備）工事

9,647,000 10,516,000 9,378,600 10,039,700 392,700 4.1% (6),(7) 1 R3.1.6 共和電気（株）

102045
教育委員会総
務課

盛岡市立飯岡小学校校舎増築等
（電気設備）工事

31,537,000 33,946,000 30,793,400 31,270,800 -266,200 -0.8% (4),(7) 1 R3.1.8 岡田電気（株）

102080 玉山・建設課
市道舟田一本木線外１路線側溝改
修工事

35,970,000 36,162,500 30,201,149 35,889,700 -80,300 -0.2% (4),(6) 1 R3.1.8
（有）高橋設備工
業

102012 市街地整備課
中太田新田沢田線外街路築造及び
宅地造成等工事

108,119,000 121,551,100 107,419,400 119,610,700 11,491,700 10.6% (4) 1 R3.1.12 （株）司組

102076
教育委員会総
務課

盛岡市立玉山小学校及び玉山中学
校屋内運動場非構造部材地震対
策工事

36,795,000 38,621,000 34,951,400 38,596,800 1,801,800 4.9% (4),(7) 1 R3.1.12 新工住建（株）

502056 水道建設課 下田字陣場地内配水管布設工事 24,200,000 24,291,300 21,301,500 23,197,900 -1,002,100 -4.1% (4) 1 R3.1.13 菱和設備（株）

102067 道路建設課
明治橋大沢川原線（大通工区）街
路築造その３工事

16,874,000 19,228,000 16,712,300 14,516,700 -2,357,300 -14.0% (4) 1 R3.1.14 （有）黒澤建設

102066 道路建設課
市道三本柳線道路改良その２工事
及び配水管布設工事

39,380,000 39,523,000 32,918,212 37,503,400 -1,876,600 -4.8% (4),(6) 1 R3.1.15 （有）宮田屋

502029 下水道整備課
盛南中央第二処理分区第一工区
汚水管建設その１，その２工事

51,211,600 57,858,900 50,948,700 51,477,800 266,200 0.5% (4) 2 R3.1.19 三陸土建（株）

531078 浄水課
沢田浄水場粉末活性炭注入設備
建設（機械設備）工事

346,500,000 348,808,900 318,660,100 347,166,600 666,600 0.2% (4) 1 R3.1.19 水道機工（株）

502049 下水道整備課
前潟中央第二処理分区第二工区
汚水管布設外工事

26,675,000 26,765,200 23,281,500 27,930,100 1,255,100 4.7% (4),(6) 1 R3.1.21 （有）黒澤建設

102047
教育委員会総
務課

盛岡市立仙北中学校第二屋内運
動場等整備（電気設備）工事

12,419,000 13,453,000 12,034,000 12,916,200 497,200 4.0%
(4),(6),

(7)
1 R3.1.22 共和電気（株）

102080 玉山・建設課
市道舟田一本木線外１路線側溝改
修工事

35,970,000 36,162,500 30,201,149 35,635,600 -334,400 -0.9% (4) 2 R3.1.22
（有）高橋設備工
業

102116 建築住宅課
市営仙北西アパート10・11号館給
水管改善工事

35,750,000 35,959,000 - 35,847,900 97,900 0.3% (4) 1 R3.1.22 （株）山與

　　　工事請負契約変更状況（１月分） 令和3年2月3日

工事N0. 担当課 件　　名
当　初　契　約 変　更　契　約

受注者



請負金額 予定価格 最低制限価格 請負金額 増減額 増減率 理由 回数 契約締結日

　　　工事請負契約変更状況（１月分） 令和3年2月3日

工事N0. 担当課 件　　名
当　初　契　約 変　更　契　約

受注者

102022
スポーツ推進
課

盛岡市立総合プール天井及び外壁
等改修（建築主体）工事

336,050,000 365,200,000 334,437,400 342,395,900 6,345,900 1.9% (4) 1 R3.1.25 協同組合　建翔

102054 玉山・総務課
好摩地区コミュニティセンター大規
模改修（建築主体）工事

53,680,000 58,333,000 52,916,600 56,250,700 2,570,700 4.8% (4) 1 R3.1.25 （株）田村工務店

102063 玉山・総務課
好摩地区コミュニティセンター大規
模改修（機械設備）工事

14,718,000 14,993,000 13,486,000 14,512,300 -205,700 -1.4% (4),(7) 1 R3.1.26 （有）サン住設

102108
市民協働推進
課

青山地区活動センター等駐車場整
備工事

24,816,000 27,035,800 23,403,600 27,506,600 2,690,600 10.8% (4) 1 R3.1.26 みちのく工業（株）

102070 道路建設課
市道北夕顔瀬町３号線融雪設備設
置その２工事

24,090,000 27,121,600 23,917,300 23,763,300 -326,700 -1.4% (4),(6) 1 R3.1.27 城北電機（株）

131017
教育委員会総
務課

盛岡市立大新小学校校舎大規模
改修（電気設備）工事

229,900,000 254,210,000 228,468,900 226,188,600 -3,711,400 -1.6%
(2),(4),

(7)
4 R3.1.28

岩手電工（株）・
（株）佐々木電機
本店特定共同企
業体

131018
教育委員会総
務課

盛岡市立大新小学校校舎大規模
改修（機械設備）工事

218,900,000 220,880,000 197,678,800 222,572,900 3,672,900 1.7% (4),(7) 4 R3.1.28
よつばテクノ・高
設特定共同企業
体

102006
教育委員会総
務課

盛岡市立仙北中学校第二屋内運
動場等整備（建築主体）工事

244,420,000 265,650,000 244,230,800 253,072,600 8,652,600 3.5% (4),(7) 1 R3.1.28 （株）昭和建設

102101 玉山・総務課
好摩地区コミュニティセンター大規
模改修（電気設備）工事その１

7,359,000 8,162,000 7,263,300 7,328,200 -30,800 -0.4% (4) 1 R3.1.28 （株）もりでん

131207 道路建設課
市道城西町天昌寺町線外道路改
良その２工事

29,431,600 33,528,000 29,309,500 31,064,000 1,632,400 5.5% (4) 2 R3.1.28
（株）グリーンロー
ド岩手

131014
新産業拠点形
成推進事務局

道明地区新産業等用地（第一事業
区）基盤整備工事

568,260,000 628,166,000 565,345,000 621,945,500 53,685,500 9.4% (4) 3 R3.1.29
高光建設・盛岡舗
道特定共同企業
体

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。

(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

※契約金額の変更を伴うものに限る。
【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第３による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。


